
○ 1
・譲受人が個人の場合
・譲渡人の住所が、土地の登記事項証明書の住所と異なる場合

○ 2

・申請人(譲渡人)が所有名義人と異なる場合は、所有者であることを証する書面（戸籍謄
本・住民票抄本等）
・甲区欄に受人以外の所有権移転請求権仮登記がされている農地については、仮登記の抹消
または承諾書（印鑑証明書添付）を添付

○ 3 縮尺20,000分の１程度の地図等（都市計画図等）

○ 4 縮尺2,500分の１程度の地図等（住宅地図等）

○ 5 該当地に「申請地」と記入し、申請地周囲の地目を記入

○ 6
太陽光発電設備の配置、フェンス、標識の設置位置、パネル枚数を表示する図面で道路、排
水計画等を附記したもの

○ 7
残高証明書・融資証明書・預貯金通帳の写し（原本確認必須）等
※有効期限がある場合、許可日時点で有効期限内のものに限る。

○ 8 撤去に係る第三者機関との保証契約や撤去費用の預託等

○ 9
隣接農地及び設備の設置につき営農に影響が及ぶ可能性があると考えられる農地の所有者・
耕作者の同意書（指定の書式を使用）

○ 10
支柱の間隔・高さ・埋め込みの深さ、パワーコンディショナー等の設置位置、東電の電線と
の接続位置を明示

○ 11
発電出力、パネルの枚数、設置角度、寸法、出力、支柱の仕様（素材・ﾊﾟｲﾌﾟ径・本数
等）、太陽光遮光率（算出根拠）、年間予測発電量・売電見込額、その他設備の仕様等を記
載した書面

○ 12 栽培計画、収支の見込みその他の事項について記載した営農計画書（別紙様式例第１号）

○ 13

・下部の農地における営農への影響の見込み（別紙様式例第２号）
・根拠書類（次のいずれかの資料 ）
① 太田市内において栽培する農作物の収量及び品質に関するデータ
（例：試験研究機関による調査結果等） 
② 必要な知見を有する者 （例：普及指導員、試験研究機関、設備の製造業者等）の意見書 
（別紙様式例第３号）　※以下「知見書」
③ 先行して営農型太陽光発電の設置に取り組んでいる者の事例
（太田市内において行われているものに限る。）
※太田市において栽培されていない農作物又は生産に時間を要する農作物を栽培する場合、
知見書に加え、次に掲げるいずれかの事項を記載した書類
（１）申請者自ら又は第三者に委託して太田市内で試験的に実施した栽培の実績
（２）単位面積当たりの収穫量（以下「単収」という。）の根拠を含む栽培理由書（別紙様
式例第４号）

△ 14
（別紙様式例第５号）
※営農型発電設備を設置する者と下部農地において営農する者が異なる場合

○ 15 （別紙様式例第６号）

農地法第４・５条許可申請添付書類
◆営農型太陽光発電設備

◆申請書 申請書・・・２部 ・ 続紙・・・１部

◆添付書類・・・各１部

※証明書等は申請日前３ヶ月以内に発行されたものを添付してください。

◆申請の受付は毎月１日～１０日です。（10日が閉庁日のときは、直後の開庁日）

◆農地転用を伴う太陽光発電設備の設置に関するガイドライン（令和３年４月９日太田市農業委員会制定）に沿って
申請してください。

住民票抄本

土地全部事項証明書
※全部事項証明書に限る

位置図

付近状況図

公図の写し

設備配置図及び土地利用計画図

転用行為を行うのに必要な資力等を確認する書面

発電設備（支柱含む）を撤去するのに必要な資力

隣接農地所有者・耕作者の同意書兼誓約書

発電設備の設計図
（平面図及び立面図）

太陽光発電設備等の概要を記した書面

下部の農地における営農計画書

下部の農地における営農への影響の見込み及び
その根拠となる書類　※１

営農型太陽光発電設備を撤去するのに必要な費用
を営農型太陽光発電の設置者が負担することを証
する書面

毎年、下部の農地において栽培する農作物に係る
栽培実績書及び収支報告書を太田市農業委員会会
長に提出することを誓約する旨を記載した書面

（裏面あり）



△ 16
FIT認定を
必要とす
るもの

経済産業省の事業計画認定通知書の写
し

△ 17 電力売電契約書の写し

△ 18
小売電気事業者を営もうとする者の登
録通知

△ 19 送配電事業者との接続契約書の写し

△ 20
一般送配電事業者からの
「託送供給の承諾のお知らせ」

自己託送制度を利用する場合は添付

△ 21 事業スキームの説明資料

△ 22 設置者が、下部農地での営農者以外の場合（区分地上権設定のため）

△ 23 申請時、窓口に来られない方全員の委任状

△ 24
譲受人が法人の場合
（定款・寄付行為は裏書･･･代表者又は行政書士）

25 農業委員会・知事が提出を求めた書類

◎受付場所

■申請書提出時には添付書類を完備してください。

 ◆農用地区域（内・外）
太田市全域・・・農業政策課（新田庁舎１階）
 ◆土地改良区（受益地・地区外）

 旧太田市・旧新田町・・・待矢場両堰土地改良区（太田警察署隣）
 旧藪塚本町・・・・・・・藪塚台地土地改良区（藪塚本町中学校北）
 旧太田市（強戸地区）・藪塚町・・・岡登堰土地改良区（藪塚本町小学校東）

農地法第３条許可申請書

委任状

履歴事項全部証明書又は
定款・寄付行為の写し

その他

※１　栽培しようとする農作物の収量や収穫まで要する期間に関する調査研究データ等のほか、太田市と自然条件に類似性のある他地域の調
査研究データ等を添付してください

＜注 意 事 項＞

■農用地区域（内・外）及び土地改良区（受益地・地区外）については、申請前に下記のところで確認をしてください（案内
図・公図の写しを持参してください）。

 旧世良田地区・・・佐波新田用水土地改良区（東武伊勢崎線境町駅南）

■営農型太陽光発電設備の設置を予定している農地が、農業経営基盤強化促進法（昭和55年法律第65号）第19条第１項に規定
する地域計画の区域内の農地である場合、当該農地に係る地域計画の協議の場において、地域の農業上の効率的かつ総合的な利
用の確保に支障を生ずるおそれがないとして、営農型太陽光発電の実施について合意を得る必要があります。
※事前に農業委員会へ相談してください。

■農地の所有権を移転するとともに、当該農地上に営農型太陽光発電設備を設置する場合、当該農地の所有権移転に係る農地法
第３条第１項の許可を受けて所有権移転を完了させた後、営農型太陽光発電に係る一時転用許可の申請をすること。

                                              太田市農業委員会：農地係
                                              （新田庁舎１階）
                                              電 話 ０２７６－２０－９７１５
                                              ＦＡＸ ０２７６－５７－４５７３

FIT認定を
必要とし
ないもの

自己託送制度を利用する場合を除く 


